
農地周りの草刈りなど、地域活動を支援します！

地目 年間交付単価
（円/10a）

田 3,000円

畑 2,000円

草地 250円

＜交付額＞※農地維持支払のみの紹介です。他にも交付金額が増えるメニューがあります。

＜使い道＞
活動 支払える内容

草刈・泥上げ等
農村地域の維持活動

日当、お弁当代、お茶代 など

草刈り機の替え刃、燃料代、必要な資機材代 など

その他 作業にかかる保険代、領収書や作業を記録するための事務用品代 など

＜交付対象者＞
草刈り等を行っている組織（部農会や水利組合、自治
会など）※規約や計画書の雛形はあります。

詳しくは市町担当課又は農林事務所農村整備課 県庁農地保全課Tel 054-221-2714

例えば こんな使い方もあります！
・時給1,000円とするなら
１０人×３時間×1,000円×5回＝150,000円
・草刈り機の替え刃・燃料など 100,000円
・領収書のとりまとめ・申請書等の作成

1人×延べ20時間 ＝ 20,000円
・保険料など ＝ 30,000円

計300,000円

＜ルール＞
・草刈りなど保全活動を5年間は継続
・算定の対象となる農地は、耕作されている青地

農地周辺や水路周辺などで、草刈りや泥上げを行っている方々へ作業日当を支払えたり、燃料等の資
材を購入できる交付金制度です。
持続可能な農村を目指しております。是非ご活用ください！

※このチラシは多面的機能支払交付金を紹介するものです。



静岡県内の取組事例 静岡県では既に２３２地域（組織）が約１４,５００haの農地を
対象に、本交付金を利用おり、その一部を紹介します。


